
『
郵
政
法
改
正
』

小
包
郵
便
物
は
、
郵
便
物
で
は

な
く
な
り
ま
し
た
。

郵
政
民
営
化
に
伴
う
郵
政
法
の
改

正
で
、
平
成
一
九
年
十
月
一
日
以
降
、

郵
便
物
は
、
第
一
種
、
第
二
種
、
第

三
種
及
び
第
四
種
郵
便
物
の
み
と
な

り
、
こ
れ
ま
で
の
小
包
郵
便
物
（
ゆ

う
パ
ッ
ク
、
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｋ
５
０
０
、

ゆ
う
メ
ー
ル
、
ボ
ス
バ
ケ
ッ
ト
）
は
、

郵
政
法
で
定
め
る
郵
便
物
で
は
な
く

な
り
ま
し
た
。

官
公
署
へ
提
出
す
る
各
種
申
請
書

や
申
告
書
・
届
出
書
は
「
信
書
」
に

あ
た
り
、
官
公
署
へ
送
付
す
る
場
合

は
、
「
郵
便
物
（
第
一
種
郵
便
物
）
」

「
信
書
便
物
」
で
の
送
付
が
必
要
で

す
。
そ
の
場
合
は
、
通
信
日
付
印
に

よ
り
表
示
さ
れ
た
日
を
提
出
日
と
み

な
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
仮
に
「
ゆ
う
パ
ッ
ク
で
」

で
申
請
書
等
を
送
付
し
た
場
合
に
は
、

「
到
達
主
義
」
に
よ
り
官
公
署
へ
到

達
し
た
日
が
提
出
日
と
な
る
の
で
す
。

国
税
庁
で
は
「
ゆ
う
パ
ッ
ク
」
等

に
よ
る
申
告
書
の
税
務
署
へ
の
送
付

に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
注

意
を
喚
起
し
て
い
ま
し
た
が
、
九
月

三
十
日
が
休
日
の
た
め
十
月
一
日
が

申
告
期
限
の
申
告
書
提
出
で
は
、
期

限
後
申
告
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
発
し

た
模
様
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
「
発
信
主
義
」

に
よ
り
十
月
一
日
の
通
信
日
付
印
が

提
出
日
と
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

十
月
二
日
に
税
務
署
に
到
達
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
「
到
達
主
義
」
に
よ

り
十
月
二
日
が
申
告
書
の
提
出
日
と

さ
れ
、
多
数
の
申
告
書
が
期
限
後
の

提
出
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

平
成
十
八
年
度
の
通
則
法
改
正
に
よ

り
、
無
申
告
加
算
税
の
不
適
用
制
度

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
青
色
申

告
の
承
認
取
消
し
に
は
留
意
が
必
要

で
す
。

申
告
書
等
は
、
早
め
に
提
出
す
る

よ
う
心
が
け
、
期
日
ギ
リ
ギ
リ
に
送

付
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
「
郵

便
」
又
は
「
信
書
便
」
を
利
用
す
る

ほ
う
が
賢
明
で
し
ょ
う
。

郵
政
民
営
化
に
よ
る
良
い
面
は
今
の

と
こ
ろ
聞
こ
え
て
こ
な
い
よ
う
で
す
。

『
祖
父
名
義
の
ま
ま
残
っ

て
い
る
財
産
の
相
続
は
』

Ｑ
、
伯
父
か
ら
、
買
収
予
定
地
の

山
林
が
祖
父
の
名
義
で
残
っ
て
い
る

と
の
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
祖
母
は

健
在
で
、
祖
父
の
子
は
伯
父
と
お
ば

の
三
人
で
す
。
父
は
昨
年
亡
く
な
っ

て
い
て
母
と
弟
が
い
ま
す
。
ど
う
す

れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
、
質
問
の
よ
う
に
、
先
代
名
義

の
ま
ま
財
産
が
残
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

は
、
ま
ま
あ
る
も
の
で
す
。
祖
父
が

な
く
な
っ
た
時
の
遺
産
分
割
の
協
議

で
そ
の
山
林
を
誰
が
取
得
す
る
の
か

決
め
て
あ
れ
ば
、
単
に
相
続
登
記
が

さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
す
か
ら
、
取

得
し
た
人
の
も
の
と
し
て
処
理
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
遺
産
分
割
の
対
象

か
ら
も
れ
て
し
ま
っ
た
財
産
が
後
に

な
っ
て
発
見
さ
れ
た
り
、
分
割
協
議

を
し
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
財

産
が
あ
る
場
合
、
相
続
人
間
で
協
議

し
て
分
け
方
を
決
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

相
続
の
範
囲
、
相
続
割
合
は
、
相

続
が
開
始
し
た
と
き
の
法
律
に
基
づ

い
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
相
続
に
関
す

る
民
法
の
規
定
は
、
戦
後
、
新
憲
法

の
制
定
に
よ
り
家
督
相
続
が
廃
止
さ

れ
て
、
均
分
相
続
に
な
り
、
そ
の
後
、

昭
和
五
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
た
民
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
配

偶
者
の
相
続
割
合
（
配
偶
者
と
子
が

相
続
す
る
場
合
、
配
偶
者
の
相
続
割

合
を
三
分
の
一
か
ら
二
分
の
一
へ
変

更
）
と
代
襲
相
続
人
範
囲
が
変
わ
り

ま
し
た
。
昭
和
五
六
年
一
月
一
日
以

降
に
亡
く
な
っ
た
人
の
相
続
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
法
律
が
適
用
さ
れ
ま

す
が
、
そ
れ
以
前
に
亡
く
な
っ
た
人

の
場
合
、
改
正
以
前
の
規
定
に
従
っ

て
、
相
続
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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□

今
月
の
一
冊
□

最
近
の
出
版
書
の
中
か
ら
、
私
が

読
ん
で
み
て
、
こ
れ
は
と
思
う
一
冊

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

今
月
は
こ
の
一
冊
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

『
豊
潤
な
る
企
業
』

内
部
統
制
の
真
実

鳥
飼
重
和
著

清
文
社

こ
れ
か
ら
の
会
社
は
、
法
律
的
な

意
味
を
持
っ
た
社
会
常
識
「
リ
ー
ガ

ル
マ
イ
ン
ド
」
が
な
け
れ
ば
、
経
営

は
成
り
立
た
な
い
。
企
業
法
務
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
筆
者
は
、
内

部
統
制
の
大
前
提
と
な
る
の
は
「
自

助
の
精
神
」
だ
と
指
摘
す
る
。
こ
の

基
本
方
針
に
立
っ
て
、
内
部
統
制
制

度
の
あ
り
方
や
、
経
営
者
の
心
構
え

な
ど
を
説
い
て
い
く
。

□
「
天
は
自
ら
助
く
る
者
を
助
く
」

は
自
助
の
精
神
を
説
い
た
も
の
で
あ

る
。
企
業
経
営
に
お
け
る
内
部
統
制

に
お
い
て
、
「
自
助
の
精
神
」
は
基

本
的
か
つ
必
須
の
精
神
で
あ
る
。

□
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
構
築
・
運

営
す
る
の
は
、
社
会
的
に
高
い
評
価

を
受
け
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
実
現

の
た
め
に
は
、
企
業
自
ら
が
法
律
以

上
の
基
準
を
立
て
、
全
従
業
員
の
意

識
を
改
革
す
る
必
要
が
あ
る
。

□
こ
れ
ま
で
の
取
締
役
は
、
あ
ま
り

法
的
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
今
後
は
、
内
部
統
制
に
関

す
る
法
律
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
的
責

任
は
格
段
に
重
く
な
る
。

□
「
内
部
統
制
は
、
法
務
担
当
者
の

問
題
」
な
ど
と
他
人
事
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
経
営
者
が
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
考
え
で
は
経
営
者
自
身
が
致

命
傷
を
負
い
か
ね
な
い
。

□
企
業
価
値
を
向
上
さ
せ
る
に
は
、

経
営
効
率
と
と
も
に
、
マ
イ
ナ
ス
側

面
で
あ
る
不
祥
事
を
、
経
営
者
が
う

ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ

る
。

□
法
令
遵
守
を
巡
る
考
え
方
の
一
つ

に
、
「
売
上
確
保
」
と
「
法
令
遵
守
」

の
二
つ
を
共
に
重
視
す
る
「
車
の
車

輪
論
」
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
え

方
は
、
両
輪
が
二
律
背
反
す
る
場
合
、

問
題
が
生
じ
る
。

□
法
令
遵
守
に
真
剣
に
取
り
組
む
た

め
に
は
、
い
か
な
る
場
合
も
「
法
令

遵
守
」
が
「
売
上
確
保
」
よ
り
優
先

さ
れ
る
と
い
う
「
優
先
順
位
論
」
に

立
つ
べ
き
で
あ
る
。

□
内
部
統
制
に
関
す
る
法
律
は
、
優

先
順
位
論
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
法
令
等
違
反
が
あ
れ
ば
、
即
ア
ウ

ト
（
退
場
）
が
宣
告
さ
れ
る
。

食
品
偽
装
の
事
件
が
連
日
テ
レ
ビ

ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
を
賑
わ
し
て
い
ま

す
。
「
赤
福
」
「
比
内
鶏
」
「
船
場

吉
兆
」
少
し
前
の
「
白
い
恋
人
」

「
ミ
ー
ト
ホ
ー
プ
」
「
不
二
家
」
と
、

あ
あ
お
前
も
か
と
い
う
事
件
ば
か
り

で
す
。
社
会
は
今
、
従
来
の
「
見
つ

か
る
の
は
運
が
悪
い
か
ら
」
と
い
う

時
代
か
ら
、
「
隠
す
こ
と
は
で
き
な

く
な
る
」
と
い
う
時
代
へ
移
り
変
わ
っ

て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

先
日
上
映
中
の
「
Ａ
Ｌ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ
続

三
丁
目
の
夕
日
」
を
見
て
き
ま
し
た
。

昭
和
三
四
年
の
東
京
下
町
が
舞
台
で
、

貧
し
い
け
れ
ど
希
望
に
燃
え
、
逞
し

く
生
き
る
人
々
の
姿
が
生
き
生
き
と

描
か
れ
て
い
ま
す
。

前
作
は
ビ
デ
オ
で
見
て
感
動
し
た
の

で
、
今
回
は
映
画
館
へ
足
を
運
び
ま

し
た
。
東
京
タ
ワ
ー
と
私
は
同
じ
年

で
す
が
、
懐
か
し
い
と
共
感
で
き
る

こ
と
も
多
く
、
十
分
楽
し
め
ま
し
た
。

上
映
後
に
館
内
を
見
る
と
、
五
十
以

上
の
方
が
多
く
、
若
い
人
の
姿
は
あ

ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

さ
て
、
茶
川
竜
之
介
と
ヒ
ロ
ミ
は

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
か
、
お
楽
し
み
に
。
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